
●深刻な少子化により、
➡１部活動あたりの人数の減少
（チームスポーツなど部員数が足りない）
（団体戦に出られない・練習試合ができない）

➡学校における部活動設置数の減少
（やりたい部活動が学校にない）

部活動改革「部活動の地域移行」
を進めています

部活動の地域移行とは？

・市町村やスポーツ・文化芸術団体、大学や民間事業

者など、地域の多様な主体が運営・実施する地域ク

ラブ活動に、子どもたちが自分のニーズに合った活

動環境を選んで参加するものです。

・茨城県では、令和５年度から、地域の実情等に応じ

て可能な限り早期の実現を目指し、まずは休日の地

域クラブ活動の環境整備を着実に進めていきます。

なぜ部活動の地域移行を進めるのか？

「学校部活動」と「地域クラブ活動」の違いは？

指導者の確保に向けて

裏面へ

＜スポーツ庁資料リーフレットより抜粋＞

＜スポーツ庁資料リーフレットより抜粋＞

学校部活動 地域クラブ活動

・学校が主体となって行われる部活動
・学校の中で実施
・複数校でまとまって一つの部活動を行う合同
部活動の導入や、部活動指導員等の地域の人
材を活用することも可能

・地域が主体となって行われる活動
・公共の体育館や公民館、学校施設など、多様
な場所で実施

・多世代、多種目な活動も可能

「子どもたちのスポーツ・文化芸術活動の機会を守る」
「地域の子どもは、学校を含めた地域で育てる」
➡地域で多様な活動を楽しめる
学校を越えた仲間の獲得
多様な世代との豊かな交流
引退後も継続した活動機会を確保

スポーツ・文化芸術活動指導者 会社員や大学生など

・県内の関係団体と連携し、指導者
情報を一元化

・新たに指導者として活動したい人
を募集

既存の指導者 新規の指導者



茨城県「地域クラブ活動人材バンク」
登録案内

左のQRコードまたは下記URLから登録フォームにアクセス

https://forms.gle/TAMpiN5WYQ6SqjvM8

・登録いただいた情報については、茨城県教育委員会の
ホームページにて公開させていただくとともに、県内
各市町村と情報を共有させていただきますが、個人が
特定されない範囲での公開とします。目的外での使用
は一切いたしません。

・登録者が必ず採用されるわけではありません。

登録後のマッチングの流れ（フロー図）

・市町村からの紹介依頼を受け、登録

者に情報提供の承諾の可否を確認

・承諾をした指導者の情報を市町村へ

提供し、市町村から指導者に直接依

頼

現在、オンライン上でマッチングで
きるシステムを構築中のため、シス
テム稼働後はバンクの情報が移行さ
れ、自動でマッチングが可能に

茨城県教育庁学校教育部保健体育課
競技スポーツ・部活動地域移行担当

〒301-8588 茨城県水戸市笠原町９７８番６

TEL:029-301-5361 FAX:029-301-5369

E-mail:hotai4@pref.ibaraki.lg.jp

「地域クラブ活動人材バンク」とは？

「地域クラブ活動人材バンク」は、今後、市町村等の地域が主体となって取り組む各種地域クラブ活動に対し、指

導者として協力いただける地域の皆様に登録をいただき、市町村の依頼に応じて、指導者を紹介するしくみです。

県教育委員会では、子どもたちがスポーツ・文化芸術活動に継続して親しむことができる機会の確保を目指し、部

活動の地域移行に取り組んでいます。移行に向けて課題となる地域での指導者確保のため、県教育委員会では新たに

「地域クラブ活動人材バンク」を設けることとなりました。

Ｑ．対象となる活動内容（競技や種目など）は学校の部活動で行っているものだけでしょうか？

Ａ．登録いただく指導内容については限定していません。どんな活動でも幅広く登録することができます。

Ｑ．指導者の資格をもっていないと登録できませんか？

Ａ．資格や指導歴がなくても登録可能です。フォームの内容で答えられる範囲内の情報だけでも登録はできます。

Ｑ．登録後、依頼があった場合は必ず引き受けなければならないのでしょうか？

Ａ．必ず引き受けなければならないわけではありません。詳細の内容を確認し、条件などが合わない場合にはお断

りしても構いません。

Ｑ．（指導者になった場合）報酬は支払われますか？

Ａ．報酬や交通費等については、市町村や運営団体・実施主体となる団体の規定に基づいて支払われます。

Ｑ．情報を公開されることに不安を感じるのですが。

Ａ．すべての情報を公開するわけではありません。個人が特定される情報などは非公開となります。

詳細は登録フォーム内に表記してあります。

お問合せ先特記事項

応募方法

人材バンクに関するＱＡ


